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「フレンドリーサポート～暮らしのお手伝い～」協力会員募集‼ 

フレンドリーサポート事業は、暮らしの中でちょっとした支援が必要な

「利用会員さん」を同じ住民である「協力会員さん」がお手伝いし、その

暮らしをサポートするという、住民による住民の為の活動です。 

サービス内容は家事援助や外出の付添い、簡単な庭の草引き等でホーム

ヘルパーなどの資格は必要ありません。 

 協力会員として活動する場合は、ご協力していただける活動内容、都合

のよい時間帯などをあらかじめ登録していただきますので、自分の希望

する時間帯で活動していただけます。（実費弁償 有 ） 

 あなたの時間を少しだけ私たちに分けていただけませんか？ご協力よ

ろしくお願いします！ 

お問合せ・お申込みは…  井手町社会福祉協議会 ☎ 82-3901 まで 

 

  ほのぼのカフェ毎週火曜日 13時～15時半 

日 時間 内容 場所 

１(木) １３：３０ 山吹体操クラブ・健康相談 玉泉苑 

５(月) １３：００ 
心配ごと・人権・行政・消費生活相談 

電話相談は 13:00～15:30 (℡ 82-3901) 
玉泉苑 

７(水) １３：３０ 社協❤生き生き体操教室（賀泉苑） 賀泉苑 

８(木) １３：３０ 山吹体操クラブ・健康相談 賀泉苑 

１９(月) １３：００ 心配ごと・人権・行政・消費生活相談 賀泉苑 

２３(金) １３：３０ 朗読ボランティア養成講座(第 3回) 玉泉苑 

２６(月) 
１４：００ 

～１６:００ 

弁護士による無料法律相談 

要予約（℡0774-82-3901） 
玉泉苑 

２８(水) １３：３０ 社協❤生き生き体操教室(玉泉苑) 玉泉苑 

社協♡ふれあいワークショップ 
この度、地域に暮らす人たち一人ひとりをはじめ、その地域に関係あ

るすべての方々が地域社会を担う一員として、自分の地域について考え

みんなで住みよい地域づくりを行っていきたいと、『社協❤ふれあいワ

ークショップ(地区別)』を開催させていただくこととなりました。 

『社協❤ふれあいワークショップ』では、日頃のくらしの中で感じ

る福祉の困りごとについて、自由に意見を出し合っていただきます。そ

して、その困りごとについてどうすれば解決できるのか、自分たちに出

来ることはないか話し合っていただきます。 

なお、ワークショップで出していただいた意見は、今後の地域福祉活

動推進のために活用させていただきます。 

 

◆テーマ 

・地域の課題整理    →お住まいの地区はどんな地区？気になる 

ところについて話し合いましょう。 

・課題解決に向けての取組→良いところを増やし、気になるところを 

解決するためにはどのようなことが必要 

でしょうか？住民としてできることは？ 

地区のこれからについて話し合ってみま 

しょう。 

◆開催日 

開催日 時間 地区 会場 

7 月 25 日(木) 午後 7 時 30 分 

～ 

午後 9 時ごろ 

東部・西部・南部・北部 賀泉苑 

8 月 20 日(火) 玉水・水無・北・南 玉泉苑 

8 月 22 日(木) 石垣・高月・上井手・田村新田 玉泉苑 

◆メンバー 

  区役員・民生児童委員協議会・地域福祉推進員・子ども会 

消防団・商店・その他 

◆会場案内 

  老人福祉センター玉泉苑…井手町井手東前田 23(石垣公園東側) 

  老人福祉センター賀泉苑…井手町多賀帽子田 26-3 

◆主催・問合せ先 

  社会福祉法人 井手町社会福祉協議会    ☎ ８２-３９０１ 

http://www.kyoshakyo.or.jp/ide/
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夏 期 見 舞 金  申 請 の ご 案 内 

井手町社会福祉協議会では、在宅で寝たきりの方や障がいをお持ちの

方の福祉の増進を目的として毎年お見舞金を給付しています。対象とな

られる方は、申請期間内に井手町社会福祉協議会へ申請してください。 

(代理申請可能ですが、下記持ち物を必ずご持参ください。※コピー不可） 

また、昨年度までに申請がお済の方はもう一度申請をしていただく必

要はありませんが、昨年の 10 月以降、「入院・入所している」、介護保険

等の「区分変更があった」などの変更がございましたら 8 月 16 日(金)

までに必ずお知らせください。 

申請期間 
令和元年 8 月 1 日(木)～8 月 16日(金) 8：30〜17：00 

（土日祝日は除く） 

申 請 先 

井手町社会福祉協議会(老人福祉センター玉泉苑内) 

🏠京都府綴喜郡井手町井手東前田 23番地  

           ☎0774-82-3901 

持 ち 物 印鑑、公的証明書（手帳など） 

対 象 

令和元年 8 月 1 日現在で町内に住所を有し、在宅で下記の

いずれかに該当される方。 

(入院、入所等されている方は対象とはなりません) 

◇要介護 4・5 の認定を受けている方で、6 ヶ月以上 

寝たきりの方、もしくは認知症の方 

◇身体障害者福祉手帳 1 級・2 級の方 

◇療育手帳 A 判定の方 

◇精神障害者保健福祉手帳 1 級の方 

子育てサロン ミニミニ運動会 
日 時 

令和元年９月６日(金) 

10：00～11：45 

場 所 
老人福祉センター玉泉苑 

 大広間 

内 容 
ミニミニ運動会 

ふれあいタイム 

対 象 就園前の乳幼児とその親 

参加費 無料 

申込期間 令和元年８月２８日(水)まで 

申込先 
井手町社会福祉協議会 ☎0774-82-3901 

📠0774-82-3642 
 

電 気 ・ ガ ス 設 備 の 無 料 点 検 

井手町社協では、電気部会・LP 部会の皆さまの協力を得て、

毎年、高齢者世帯の電気・ガス設備の無料点検を実施してい

ます。漏電やガス漏れは目に見えず、とても怖いものです。
安心して暮らせるよう、この機会に、専門家に一度点検して

もらってはいかがですか？ 
日 時 令和元年９月 11 日（水）午後 順次訪問 

内 容 
配電盤・コンセント・コンロ・ガス配管等の 

無料点検 

対 象 65 歳以上の単身世帯・高齢者世帯 

申込期間 令和元年 8月 30日（金）まで 

申込先 
井手町社会福祉協議会 ☎0774-82-3901 

📠0774-82-3642 

井手町の目標（第 2 次地域福祉活動計画より） 

安心・笑顔・ふれあいをみんなでつくる井手のまち 
 

井手町で子育て中の皆さん！ 

親子で楽しいイベントに参加

しませんか？たくさんのお友

達と楽しく過ごしましょう♪ 

 

http://www.kyoshakyo.or.jp/ide/

